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福祉に関する事務所 

１ 管内の概要 
（平成２７年４月１日現在） 

区   分 

河 北 郡 
能美郡 

川北町 
管内計 県 計 

津幡町 内灘町 

面   積 （ ㎢ ）  １１０.５９ ２０.３３ 
１４.６４ １４５.５６ 

４,１８６.１５ 
 １３０.９２ 

人    口 （ 人 ）  ３６,９１８ ２６,８７５ ６,３２２  ７０,１１５ １,１５５,６６６ 

生 

活 

保 

護 
※ 

被保護世帯数 (世帯）  
１１９ 

（３） 

１０９ 

 

２ 

 

２３０ 

（３） 

６,４００ 

（６５） 

被 保 護 人 員 （人 ）  
１４１ 

（３） 

１３６ 

 

２ 

 

２７９ 

（３） 

７,６７９ 

（７７） 

保  護  率 （ ‰ ）  ３.８ ５.１ ０.３ ４.０ ６.７ 

中 国

残 留

邦 人
※ 

被支援世帯数（世帯）     ０ ０ ０ ０ １９ 

被 支 援 人 員 （人 ） ０ ０ ０ ０ ２８ 

住宅支援

給付※ 
支給延人数 (人 ) １ １  －  ２  

老  

人 

高齢者数 (65 歳以上 )(人） ７，８４８ ６，２９９ 南
加
賀
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

管
轄 

１４，１４７ ３１０，９７９ 

高  齢  化  率 （％） ２１．３ ２３．６ ２２．１ ２７，１ 

童 
保 育 所 数 （箇 所 ） １０ ７ １７ ３０７ 

保育所入所児童数（人） ９８２ ７７７ １７５９ ２８,７２３ 

母子父子家庭世帯数（世帯）  ３０５ ４０７ ７１２ １２,７２２ 

民 生 ・児 童 委 員 数 （人 ） ８４ ５８ １４２ １,９５７ 

（注） １ 人口は、「平成２２年国勢調査」結果（１０月１日現在）に基づく推計値。 

２ 面積は、国土地理院の「全国都道府県市区町村別面積調」に基づく平成２６年１０月１日時点の面積（公

表値）。 

       ３ 高齢者数・高齢化率は「平成２２年国勢調査」結果に基づく推計値（平成２６年１０月１日現在） 

４ 保育所数（県計）は、保育所型認定こども園含む。 

  児童数（県計）は、保育所型認定こども園２・３号認定含み、１号認定除く。 

５ 母子父子世帯数は、平成２４年８月１日実施の実態調査に基づく数値。 

６ 生活保護の（ ）内は、停止中の数で内数。 

７ 川北町は、生活保護についてのみ管轄区域であり、他の業務については管轄区域でない。 

８ 民生・児童委員数の県計は金沢市を除く。 
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２ 生活保護 
憲法第２５条の規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に 

応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を援助することを目的としている。 

 

(1) 管内の保護動向 

平成２７年４月１日現在の受給世帯は２３０世帯、受給人員２７９人で、ここ１０数年来はじめて減少に転じた。 

   （平成２６年度１１世帯減、平成２５年度１３世帯増、平成２４年度１９世帯増、平成２３年度３４世帯増（うち、野々市

市分１７世帯）、平成２２年度３１世帯増、平成２１年度５１世帯増、平成２０年度１３世帯増） 

  

(2) 保護の開始・廃止 

    平成２６年度中の保護開始は２２世帯、開始理由別では昨年度と同様に「世帯主の傷病」が１０件（４５.５％）と

最も多く、次いで仕送収入の減少喪失が４件（１８.２％）となっている。 

また、保護の廃止は、３３世帯で、廃止理由では、「死亡」が１４件（４２.４%）ともっとも多く、次いで、「転出」が５

件（１５.２%）、「稼働収入の増」が４件（12.1%）となっている。 

 

① 生活保護事務処理状況（平成２６年度） 

保護申請受理件数 処  理  件  数 
廃 止 

保護世帯数 

（平 27.3.31現在） 
停 止 停止解除 

新 規 変 更 開 始 変 更 取下、却下 

２６  ５９１  ２２  ５９１  ４  ３３ ２３０  １７  １４  

 

② 開始理由別新規保護件数（平成２６年度） 

世帯主の傷病 転 入 預金等の減少 失業・稼動収入減 
仕送り収入の 

減少喪失 
その他 

１０  ２  ２  ２  ４  ２  

 

③ 理由別保護廃止件数（平成２６年度） 

死 亡 稼動収入増 転 出 施設入所 失 踪 その他 

１４ ４ ５ ２ １ ７ 

 

④ 管内市町別被保護世帯数・人員・保護率・世帯類型  （平成２７年４月１日現在） 

      区 分 

町 名 

被保護 

世帯数 

被保護 

人 員 

保護率 

（‰） 
高齢世帯 母子世帯 

傷病・障害 

世 帯 

その他 

世 帯 

津 幡 町 １１９ １４１ ３．８ ６０  ４ ３８ １７ 

内 灘 町 １０９ １３６ ５．１ ５４ ６ ４０ ９ 

川 北 町 ２ ２ ０．３ １  １  

計 ２３０ ２７９ ４．０ １１５ １０ ７９ ２６ 
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⑤ 各扶助費別金額 （平成２６年度） 

区  分  金    額（円） 構成比（％） 

総 額 ２１５，３５８，７２６ １００.０ 

生 活 扶 助 １３４，０７４，３５２ ６２.３ 

住 宅 扶 助 ５４，５４２，３８４ ２５.３ 

教 育 扶 助 ７４２，５３０ ０.３ 

医 療 扶 助 ７３８，９７２ ０.３ 

その他の扶助（介護・

出産・生業・葬祭） 
２，１０３，７７５  １.０ 

施  設  事  務  費 ２３，１５６，７１３ １０.８ 

 

３ 中国残留邦人等支援 
｢老齢基礎年金の満額支給｣の対象となる特定中国残留邦人等又は、その配偶者の属する世帯において、収入

が一定の基準に満たない場合、平成２０年度より従来の生活保護に代えて、新たに支援給付を行っている。 

 

① 支援給付事務処理状況（平成２６年度） 

申請受理件数 処  理  件  数 
廃 止 

支給世帯数 

（平 27.3.31現在） 
停 止 停止解除 

新 規 変 更 開 始 変 更 取下、却下 

０ ０  ０  ０  －  －  ０  －  －  

 

② 各扶助費別金額 （平成２６年度） 

区  分  金    額（円） 構成比（％） 

総 額 ０ ０ 

生 活 扶 助 ０ ０ 

住 宅 扶 助 ０ ０ 

教 育 扶 助 ０ ０ 

医 療 扶 助 ０ ０ 

その他の扶助（介護・

出産・生業・葬祭） 
０ ０ 

施 設 事 務 費 ０ ０ 
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４ 住宅支援給付 
離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失または喪失するおそれのある方に対し、

住宅の確保のため家賃の給付を行うとともに就労支援を行う。 

 

上限額 単身    ３１，０００円    ２人以上 ４０，１００円 

支給期間 ３カ月限度（就職活動を誠実に継続している場合、３ヶ月延長及び更に３ヶ月再延長可） 

 

 

①�  支援給付支給世帯人員状況（平成２６年度） 

本年度当初 

Ａ 

本年度開始 

  Ｂ 

本年度廃止 

Ｃ 

３月末日現在 

A+B+C 
本年度停止  本年度停止解除 

世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 

 １  １  2  6  3  7 0  0 0  0 1  1 

 

 

③  支援給付支給状況（平成２６年度） 

 件 数 金 額  

  １１ ４３２，０００ 円  

 

 

④ 支援給付申請事務処理状況（平成２６年度） 

種別 

支援給付 

申請書 

受理件数 

申請取り 

下げ件数 

決定件数 申請書受理後決定までの期間 
未決定

件数 
開始 

変更 
却下 計 

14日

以内 

30日

以内 

60日

未満 

60日 

以上 

新規 １ ０ ２ － ２ １ － １  － － 

変更 ０ － － － － － － －  － － 

計 １ ０ ２ － ２ １ － １  － － 
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５ 障害者福祉 
 

特別障害者手当等支給 

在宅の重度の知的・身体障害児（者）等に対して次の手当の支給を行っている。 

 

（１）特別障害者手当  ２０歳以上で、知的・身体等に重度の障害を有するために、日常生活において 

常時特別の介護を要する者に支給。〔月額 26,620円〕 

 

（２）障害児福祉手当  ２０歳未満で、知的・身体等に重度の障害を有するために、日常生活において 

常時介護を要する者に支給。〔月額 14,480円〕 

 

（３）経過的福祉手当  昭和６１年３月３１日において２０歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、 

特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給され 

ない者に支給。〔月額 14,480円〕 

 

 

①  管内特別障害者手当等支給事務処理状況（平成２６年度）                    （単位：件） 

区  分 申 請 
決定状況等  

停 止 解 除 停 止 資格喪失 
平成２６年度末 

現在の受給者数 認 定 却 下 保 留 

特別障害者手当 ９ ８ １         ３８ 人 

障害児福祉手当 ２ ２ －     １０ ３３ 人 

経過的福祉手当         １ ２ 人 

 

 

② 特別障害者手当等の支給状況（平成２７年４月１日現在）                     （単位：人） 

区 分 特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 計 

津 幡 町 １８ １２    ３０ 

内 灘 町 ２０ ２１ ２   ４３ 

計 ３８ ３３ ２   ７３ 
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６ 老人福祉 

 

(1) 養護老人ホーム 

養護老人ホームは、老人福祉法に基づいて設置された施設で、環境上の理由及び経済的理由により家庭で養

護を受けることが困難な老人が入所する（県内９ヵ所、定員７００人）。 

 老人ホーム入所措置事務の窓口は市町であり、当所においては市町からの各種情報により、入所措置に係る広

域連絡調整等を行っている。 

 

 

 養護老人ホーム入所状況                               （平成２７年４月１日現在、単位：人） 

 

施
設
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

定
員 

 
 
 
 
 
 

  

市
町
名 

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 穴水町 能登町 

県
外
の
施
設 

計 

向
陽
苑
崎
浦 

向
陽
苑
木
曳
野 

若
葉 

あ
っ
と
ほ
ー
む 

松

寿

園

 
 

 
 

 
 

第
二
松
寿
園 

(

盲)

自
生
園 

能 

登

ふ
る
さ
と 

朱
鷺
の
苑 

石
川
県
鳳
寿
荘

 
 

 
 

 
 

１２０ １２０ ８０ ８０ ５０ ５０ ５０ ８０ ７０ 
 

７００ 

金 沢 市 ９５  ８７  １  １１ 
 

３  １ １９８ 

かほく市 ２   １     
 

  
 

３ 

白 山 市 ９    ７ １ ４ １ １ 
 

３  
 

２６ 

野々市市 ５   ６  １ ３  １   
    

    
１６ 

津 幡 町 １   ３     
 

   ４ 

内 灘 町 ２      
 

   ２ 

計 １１４ １０４ １ ６ ４ １２ １ ６ ０ １ ２４９ 

 

 

 

(2) 長寿者慶祝事業（長寿者お祝い訪問） 

 

年度中に満１００歳になられる方へ「老人の日」に記念品等を贈る。 

長寿者慶祝事業（平成２６年度）                                            （単位：人） 

 

区分 

 

金 沢 市 

 

かほく市 

 

白 山 市 

 

野々市市 

 

津 幡 町 

 

内 灘 町 
他センターからの依頼  

計 
珠洲市 川北町 

人数  １１９ ８   ２６   １２   １２   ８   １   １   １８７ 
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７ 児童・ひとり親家庭の福祉 
 

 ひとり親家庭の福祉推進のために母子・父子自立支援員１名が配置され、相談業務を行っている。 

このほかに、母子寡婦福祉資金の貸付事務、母子生活支援施設への入所、交通災害等遺児すこやか資金の支給事

務を行っている。 

 

 

  【母子寡婦福祉資金貸付金の経路図】 

   （借受者）                      （保健福祉センター）        （子育て支援課） 

①貸付申請             ②受付・貸付調査        ③審査・決定 

 

⑤受け取り 経    由  ④ 決定通知書 

 

  ⑥借用書提出              経    由              ⑦ 貸  付 

 

  ⑧受  領                           （借受者指定金融機関） 

 

 

 

①�  ひとり親家庭福祉相談種別状況         ② 県単独事業実績 

（平成２６年度）           （単位：件）      （平成２６年度）    （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談種別 件  数 割合（%） 

生活相談 １２２ ２２.２ 

児童相談 １１ ２.０ 

援護相談 ４１３ ７５.４ 

そ の 他 ２ ０.４ 

計 ５４８ １００.０ 

市 町 
交通災害等遺児 

すこやか資金 

金 沢 市 ４００,０００ 

かほく市 ０ 

白 山 市 ０ 

野々市市 ０ 

津 幡 町 ０ 

内 灘 町 ０ 

計 ４００,０００ 
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８ 民生委員・児童委員 
民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣の委嘱を受け（児童福祉法の規定により児童委員を兼任する）、

社会奉仕の精神をもって、地域住民の福祉増進のため広範な活動を行っている。 

管内の民生・児童委員１４２人が、平成２６年度中に受理した相談は２，６９１件で、その内訳は次の表のとおりとなっ

ている。 

なお、民生・児童委員の中から、児童福祉に関する活動を専門に担当するのが主任児童委員（１０人）である。 

 

 

 

相談・支援状況（平成２６年度） 

区  分 件 数 割合(%) 区   分 件 数 割合(%) 

内

容

別

相

談

・
支

援

件

数

 

在 宅 福 祉 128 4.8 ・

支

援

件

数 

分

野

別

相

談 

高齢者に関すること 962 35.7 

介 護 保 険 52 1.9 障害者に関すること 61 2.3 

健康・保健医療 99 3.7 子どもに関すること 1,319 49.0 

子育て・母子保健 34 1.3 そ の 他 349 13.0 

子どもの地域生活 732 27.2 計 2,691 100.0 
子どもの教育・  

学 校 生 活 
523 19.4 

そ

の

他

の

活

動

件

数 

調 査 ・実 態 把 握 1,387   11.2 

生 活 費 26 1.0 
行事・事業・会議への 

参加協力 
3,311 26.8 

年 金 ・ 保 険 9 0.3 
地 域 福 祉 活 動 ・ 

自主活動 
5,378 43.6 

仕     事 16 0.6 民児協運営・研修 1,924 15.6 

家 族 関 係 54 2.0 証 明 事 務 307 2.5 

住 居 20 0.7 
要保護児童の発見の 

通告・仲介 
30 0.2 

生 活 環 境 70 2.6 計 12,337 100.0 

日常的な支援  510 19.0  

そ の 他 418 15.5 

計 2,691 100.0 
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９ 地域生活定着支援事業実施件数（Ｈ２７．３．３１現在） 

 

平成２２年１０月１日に地域生活定着支援センターを開設し、刑務所等出所後に住居がないなどの生活支

援を必要とする障害者又は高齢者に対して、保護観察所からの依頼に基づき、必要な福祉サービスにつな

げる等の支援を行い、社会復帰をサポートする。平成２６年度の開始件数は２３件で、昨年度より１７件増えた。 

 

 

（注）終了件数（B）は、今年度開始の終了件数 

区   分 開始件数（A） 終了件数（B）（※） 

支援

継続 

（A）

-(B) 

支援開始件数の高齢・障

害別内訳 

 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務 

特別調整 

対象者 

保護観

察所か

らの依

頼 

他県の

センタ

ーから

の依頼 

合計 

矯正施

設退所

後に帰

住 

その他 
（県外へ） 

（辞退等） 

合計 

 
高 齢 者

（障害者

を除く） 
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